
津市美杉高齢者生活福祉センター居住事業実施要綱 

 

      平成１８年１月１日訓第１０３号 

 

 改正 平成２６年１０月３１日訓第１３３号 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、本市の区域内に住所を有するおおむね６５歳以上の一人

暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活するこ

とに不安のあるものに居住の場を提供することにより、安心して健康で明る

い生活を送れるよう支援するとともに、これらの者の独立して生活できる自

立心の助長を図ることを目的とする。 

 （実施主体等） 

第２条 この事業の実施主体は、本市とし、事業の実施については、津市社会

福祉協議会美杉支部（以下「事業受託者」という。）に委託するものとする。 

 （実施場所） 

第３条 この事業の実施場所は、津市美杉高齢者生活福祉センター（以下「セ

ンター」という。）とする。 

 （入居対象者） 

第４条 センターの高齢者居住部門（以下「居室」という。）に入居すること

ができる者（以下「入居対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当

する者とする。 

 ⑴ 本市の区域内に住所を有するおおむね６５歳以上の一人暮らしの者又は

夫婦のみで構成される世帯の者 

 ⑵ 老人ホームへの入所措置等の指針（平成１８年３月３１日付け老発第０

３３１０２８号厚生労働省老健局長通知）による養護老人ホームへの入所

措置の基準に該当する者に準ずる者 

 ⑶ 独立して生活することに不安のある者 

 ⑷ 原則として自炊ができる者 

 （入居の手続） 

第５条 入居対象者が居室への入居を希望するときは、津市高齢者生活福祉セ

ンターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第９９号。

以下「規則」という。）に定める高齢者生活福祉センター入居申出書（規則



第４号様式）に必要事項を記載の上、民生委員の意見を付し、誓約書（規則

第５様式）を添えて市長に提出しなければならない。 

 （入居の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申出があったときは、その内容を審査の上、

入居の可否を決定するものとする。この場合において、市長は、必要に応じ

医師の意見を聴くものとする。 

 （入居の期間） 

第７条 入居期間は、原則として１箇月以内とする。ただし、独立して生活す

るのに不安がある場合は、入居期間を更新することができるものとする。 

 （負担金） 

第８条 第６条の規定により入居の決定を受けた者（以下「入居者」という。）

は、別表に定める負担金を納付しなければならない。 

 （入居者の居住継続の見直し） 

第９条 市長は、入居者について、年１回、居住継続の要否について見直すも

のとする。 

 （退居） 

第１０条 入居者が第４条に規定する入居対象者に該当しなくなったときは、

居室から退居しなければならない。ただし、老人ホームへの入所措置が必要

となった入居者については、入所指導に従わせることとし、老人ホームへの

入所措置を待って退居させるものとする。 

 （記録及び報告） 

第１１条 事業受託者は、入居者のケース記録及び提供したサービスの内容等

を記録し、必要事項を定期的に市長に報告しなければならない。 

 （入居者の親族及び関係機関等との連絡調整） 

第１２条 事業受託者は、入居者に親族がある場合は、常に連絡を密にして、

同居、引取り等について必要な指導を行うものとする。 

２ 事業受託者は、関係行政機関、民生委員・児童委員協議会及び各医療機関

等関係機関との連携を密にし、定期的に会議を開催するなど調整に努め、入

居者のサービスの向上を図るものとする。 

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この訓は、平成１８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓の施行前に合併前の美杉村高齢者生活福祉センター居住事業実施要

綱（平成５年美杉村要綱第２号）の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、それぞれこの訓の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為

とみなす。 

   附 則（平成２６年１０月３１日訓第１３３号） 

 この訓は、平成２６年１１月１日から施行する。 



別表（第８条関係） 

津市美杉高齢者生活福祉センター（居住部門）負担金 

単位 円 

対象収入による階層区分 
１箇月当 たり

利用者負担金 

１日当たり光

熱水費実費割 
１ 食

当 た

りの給

食費 

調 理

器・空

調・入

浴等 

テ レ

ビ・電

気利用

料 

Ａ 1,200,000以下 0 300 30 400 

Ｂ 1,200,001～1,300,000 4,000 300 30 400 

Ｃ 1,300,001～1,400,000 7,000 300 30 400 

Ｄ 1,400,001～1,500,000 10,000 300 30 400 

Ｅ 1,500,001～1,600,000 13,000 300 30 400 

Ｆ 1,600,001～1,700,000 16,000 300 30 400 

Ｇ 1,700,001～1,800,000 19,000 300 30 400 

Ｈ 1,800,001～1,900,000 22,000 300 30 400 

Ｉ 1,900,001～2,000,000 25,000 300 30 400 

Ｊ 2,000,001～2,100,000 30,000 300 30 400 

Ｋ 2,100,001～2,200,000 35,000 300 30 400 

Ｌ 2,200,001～2,300,000 40,000 300 30 400 

Ｍ 2,300,001～2,400,000 45,000 300 30 400 

Ｎ 2,400,001以上 50,000 300 30 400 

備考 各部屋へ電気器具（テレビを除く。）を持込み使用したときは、１品に

つき10円（１日当たり光熱水費実費割り）を加算する。 



 

 

 


